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国
勢
調
査
は
５
年
に
一
度
行
わ
れ
、

国
内
の
人
口
や
世
帯
の
実
態
を
明
ら

か
に
す
る
最
も
基
本
的
な
統
計
調
査

で
、
統
計
法
に
定
め
ら
れ
た
基
幹
統

計
調
査
で
す
。
今
回
の
調
査
は
、
東

日
本
大
震
災
後
に
実
施
す
る
最
初
の

調
査
で
、
日
本
の
未
来
を
考
え
る
た

め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
最
新
の

人
口
・
世
帯
の
実
態
を
明
ら
か
に
す

る
重
要
な
調
査
で
す
。

　

調
査
結
果
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
令

で
使
わ
れ
る
ほ
か
、
社
会
福
祉
、
雇

用
対
策
、
生
活
環
境
の
整
備
な
ど
、

私
た
ち
の
暮
ら
し
の
た
め
に
役
立
て

ら
れ
ま
す
。

【
国
勢
調
査
の
流
れ
】

対
象　

日
本
に
住
ん
で
い
る
す
べ
て

の
人
お
よ
び
世
帯

実
施
方
法　

９
月
10
日
㈭
か
ら
調
査

員
が
世
帯
を
訪
問
し
ま
す
。

回
答
方
法　

郵
送
、
国
勢
調
査
員
に

手
渡
し（
封
入
可
）、
ま
た
は
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト

※
調
査
票
に
記
入
し
て
い
た
だ
い
た

内
容
は
、
統
計
の
作
成
に
関
連
す
る

目
的
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

【
お
願
い
】

•
９
月
10
日
㈭
か
ら
10
月
７
日
㈬
ま

で
の
調
査
期
間
中
、
不
在
に
な
る
方

は
、
あ
ら
か
じ
め
市
政
情
報
課
統
計

担
当
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

•
犬
な
ど
を
飼
っ
て
い
る
方
は
、
犬

を
つ
な
い
で
お
く
場
所
や
綱
・
鎖
の

長
さ
な
ど
に
ご
配
慮
を
お
願
い
し
ま

す
。

•
表
札
・
チ
ャ
イ
ム
な
ど
の
点
検
も

あ
わ
せ
て
お
願
い
し
ま
す
。

【
国
勢
調
査
員
と
は
】　

国
勢
調
査
員

は
、
総
務
大
臣
が
任
命
し
た
非
常
勤

の
国
家
公
務
員
で
、
厳
重
な
守
秘
義

務
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
か
た
り
調
査
」
に
ご
注
意
を

　
国
勢
調
査
の
調
査
員
を
名
乗
る「
か

た
り
調
査
」
が
全
国
で
多
発
し
て
い

ま
す
。
調
査
員
が
電
話
で
家
族
構
成

や
、
資
産
の
状
況（
預
金
、
収
入
な
ど
）

を
聞
き
出
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
調
査
期
間
中
、

調
査
員
は
、
国
勢
調
査
員
証
お
よ
び

国
勢
調
査
員
従
事
者
腕
章
を
携
帯
し

て
訪
問
し
ま
す
。

インターネットでの回答は

９月10日～20日
インターネット回答用 ID

配布期間　９月10日～12日

調査票での回答は

10月１日～７日
調査票の配布期間
９月26日～30日

調査の内容、調査票の記入方法などの問合せは
総務省コールセンター
☎0570・07・2015（固定電話、携帯電話、PHSの場合）
☎03・4330・2015（IP電話の場合）
設置期間　8月24日（月）～10月31日（土）
受付時間　8時～21時（土・日曜日、祝日も可。※9月10日（木）
～9月20日（日）8時～22時） 
市コールセンター
☎049・277・4114
設置期間　9月10日（木）～10月16日（金）
受付時間　9時～20時（土・日曜日、祝日は9時～18時）

　今回の調査から、パソコン・タブレット・スマートフォン
からもご回答いただけます！

問合先　市政情報課統計担当

国勢調査にご協力ください

候補者名 得票数 投票率

当 上田　きよし 8,800
（89万1822）

27.79％
（26.63%）

つかだ　桂祐 3,055
（32万2455）

柴田　やすひこ 2,371
（22万8404）

石 川　 英 行 728
（4万9884）

たけだ　のぶひろ 349
（3万2364）

埼玉県知事選挙の結果
　8月9日に行われた埼玉県知事選挙
（定数１）の結果は、以下のとおりです。

※ （　）は埼玉県における得票数と投票率
です。
問合先　選挙管理委員会
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申
請
期
間　

９
月
１
日
㈫
〜
11
月
30

日
㈪（
郵
送
で
の
申
請
可
）

申
請
書
類　
給
付
金
申
請
書

※
添
付
書
類（
振
込
先
口
座
を
確
認

で
き
る
書
類
な
ど
）が
必
要
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
公
務
員
の
方
】
公
務
員
用
の
申
請

書
に
、
勤
務
先
で
児
童
手
当
受
給
状

況
証
明
を
受
け
て
、
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

※
給
付
対
象
者（
公
務
員
を
除
く
）に

は
８
月
末
に
申
請
書
を
郵
送
し
て
い

ま
す
。
詳
し
い
申
請
方
法
な
ど
は
、

同
封
し
た
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
申
請
期
間
中
に
申
請
書
を
提
出
し

な
い
場
合
、
給
付
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
多
様

な
ニ
ー
ズ
に
適
切
に
対
応
し
、
快
適

に
ご
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
、
窓
口

環
境
の
改
善
に
向
け
た
窓
口
改
修
工

事
を
実
施
し
ま
す
。

　

工
事
期
間
中
の
窓
口
業
務
は
平
常

通
り
行
い
ま
す
が
、
仮
設
足
場
な
ど

の
設
置
に
よ
り
、
係
員
に
よ
り
誘
導

さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
騒
音
や
振
動
な
ど
で
ご
迷

惑
を
お
か
け
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す

が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

場
所　
市
役
所
１
階
フ
ロ
ア

工
事
内
容　

窓
口
や
待
合
い
エ
リ
ア

な
ど
の
改
修
、
そ
の
他
老
朽
化
対
策

な
ど

改
修
期
間　

９
月
か
ら
平
成
28
年
１

月
ま
で
の
予
定

問
合
先　
財
政
課
財
産
管
理
担
当

臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
の
申
請
受
付
を
開
始
し
ま
す
。

 

問
合
先　

福
祉
政
策
課
、
こ
ど
も
支
援
課

臨時福祉給付金 子育て世帯臨時特例給付金

生活保護世帯は該当しません。

臨時福祉給付金
6000円

平成 27年度分の住
民税が課税されてい
ますか？

平成 27年 6月分
の児童手当を受け
ていますか？

平成 27年度分の住
民税が課税されてい
る方の扶養親族など
に該当しますか？

平成 27年度の児
童手当において特
例給付の対象とな
りますか？

平成 27年度の住
民税が課税されて
いますか、または、
課税されている方
の扶養親族に該当
しますか？

子ども 1人につき
3000円

生活保護世帯も該当します。

該
当
し
ま
せ
ん

臨時福祉給付金
6000円
＋

子ども1人につき
3000円

⬅
いいえ

⬅
いいえ

⬅
は  い

は  い

いいえ

⬅
は  い⬅

⬅

いいえ⬅

いいえ⬅

⬅

は  い

⬅

は  い

「鶴ヶ島市立図書館基本構想（案）」
への意見を募集します

　5、6月に行った市民意見
交換会およびメール、ファ
クシミリなどでいただいたご
意見を基に、鶴ヶ島市立図書
館の10年先の未来を見据え
た「鶴ヶ島市立図書館基本構想（案）」を作成しました。
さらに幅広く皆さんからのご意見をいただきたく、構
想案に対する意見を募集します。
募集期間　9月15日（火）～10月14日（水）
構想案の閲覧場所　市ホームページ、市役所情報公開
コーナー、図書館ホームページ、中央図書館、各分室
意見の提出先　住所、氏名、電話番号、構想案の該当
箇所および意見を記入（様式自由）し、直接または郵送
（〒350-2223高倉1247-1）、ファクシミリ（5049・2
71・0121）、メール（ 10800060@city.tsurugashim
a.lg.jp）で中央図書館
問合先　中央図書館 

「第５次鶴ヶ島市総合計画『後期基本
計画』（案）」への意見を募集します
　市では、現在、第５次鶴ヶ島市総合計画「後期基本
計画」の策定を進めています。この計画は、平成28
年度から平成32年度までの鶴ヶ島市のまちづくりの
指針となる計画です。ここで、計画案がまとまりまし
たので、皆さんからの意見を募集します。
募集期間　9月1日（火）～30日（水）
計画案の閲覧場所　市ホームページ、市役所情報公開
コーナー、図書館、若葉駅前出張所、女性センター、
各市民センター
意見の提出先　住所、氏名、電話番号、計画案の該当
箇所および意見を記入（様式自由）し、直接または郵送
（〒350-2292（住所不要））、ファクシミリ（5049・27
1・1190）、メール（ 10200010@city.tsurugashima.l
g.jp）で秘書政策課
※電話や窓口での口頭の意見は受付できません。
問合先　秘書政策課政策担当

市
役
所
１
階
フ
ロ
ア

改
修
工
事
の
お
知
ら
せ

「土曜開庁をお休みします」　10月3日（土） はシステムメンテナンスのため、市役所窓口の土曜開庁をお休みします。
問合先　秘書政策課政策担当
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秋の全国交通安全運動
車を運転する方へ／これからの季節は、夕暮れが早ま
ることから、歩行者や自転車などの発見が遅れがちに
なります。早めのライト点灯を心掛けるとともに、事
故の多い交差点部では安全運転の徹底をお願いします。
歩行者、自転車利用の方へ／明るい服装や反射材の着
用を心掛けるとともに、道路の無理な横断はやめ、周
囲の車に十分注意しましょう。
期間　9月21日（祝）から30日（水）までの10日間
鶴ヶ島市重点
○自転車および自動車の早めの点灯推進
　（薄暮時の点灯運転推進）
○自転車運転における「危険行為」の防止
　（左側通行の徹底と「ながら運転」の防止）

高齢運転者再教育
講習の実施について

　自動車教習所で実際に車を運転して、安全運転健康
度をチェックしてみませんか。
対象　普通免許を持つ65歳以上の日頃車をよく運転
する方
日時　9月24日（木）13時～16時（12時45分鶴ヶ島自
動車教習所本館受付カウンター集合）
会場　鶴ヶ島自動車教習所
内容　実車講習および意見交換
定員　15人（申込順）
参加費　無料
申込み　9月7日（月）から16日（水）までに直接または
電話で

自転車保険に加入しましょう
　近年自転車事故が増加しており、高額賠償判決が出
る例も少なくありません。県の条例では、自転車利用
者は自転車事故の賠償に備えた保険への加入に努める
こととされています。
○個人賠償責任保険（取扱は損害保険各社）
対象　事故の相手（生命・身体、財産）
内容　法律上の賠償責任が発生した場合に支払われる
保険。傷害保険、火災保険、自動車保険など他の保険
の特約として契約可。
○傷害保険（取扱は損害保険各社）
対象　本人（生命・身体）
内容　思わぬ事故による自分のけがに備える保険。
○ＴＳマーク付帯保険（取扱は自転車安全整備店）
対象　事故の相手および自分の生命・身体
内容　自転車安全整備店で購入、点検整備した自転車
にはられるＴＳマークに付帯した保険。保険期間は１
年間。

就学時健康診断のお知らせ
　学校保健安全法に基づき、平成28年4月に小学校へ
入学予定のお子様を対象に、健康診断を実施します。
　対象児童の保護者の方には、9月上旬に就学時健康
診断通知書を郵送します。通知書の届かない方、当日
都合のつかない方は、学校教育課にご連絡願います。
※駐車場がありませんので、車での来校はご遠慮ください。
問合先　学校教育課学務担当

学校名 実施予定日 受付時間
鶴ヶ島
第一小学校 10月1日（木） 13:05～13:30

鶴ヶ島
第二小学校 10月2日（金） 13:10～13:30

新町小学校 10月2日（金） 13:10～13:30

杉下小学校 10月2日（金） 13:10～13:30

長久保小学校 10月1日（木） 13:10～13:30

栄小学校 10月7日（水） 13:10～13:30

藤小学校 10月2日（金） 13:20～13:40

南小学校 10月6日（火） 13:10～13:30

国民健康保険証の一斉更新を行います
　現在の国民健康保険被保険者証（保険証）の有効期限
は、9月30日（水）のため、一斉更新を行います。
○新しい保険証は9月中旬に世帯主あてに簡易書留郵
便で送ります。9月中に届かない場合や記載内容に誤
りがある場合は、ご連絡ください。
○保険証の有効期間は1年間です。ただし、有効期限
内に後期高齢者医療制度または退職者被保険者証の対
象者になった方は、その時点で保険証が切り替えとな
ります。詳細については、同封の通知をご覧ください。
○有効期限が切れた保険証は、ご自身で裁断するなど
して、処分をお願いします。
○保険証の裏面には、臓器提供に関する意思表示欄が
設けられています。表示欄を保護するシールは、市役
所や各市民センターなどで希望者へ配布します。
○国保加入者が他の健康保険に加入したり扶養に入っ
た時は、国保の資格喪失届が必要です。届出がお済み
でない方は、社会保険証などを持参の上、手続きをお
願いします。なお、他の健康保険に加入した後に、国
保の保険証を使い診療を受けた方は、国保負担分の医
療費をお返しいただくことになりますので、ご注意く
ださい。
○国民健康保険税を1年以上滞納している世帯は、有
効期間の短い保険証（短期保険証）を9月中旬以降に保
険年金課の窓口で交付しますので、更新手続きをお願
いします。
問合先　保険年金課国民健康保険担当問合せ・申込先　安心安全推進課交通安全・防犯担当
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老人クラブに入りませんか
～健康、安心・安全、仲間づくりで豊かな生活を～

　老人クラブは、仲間づくりを通して生きがいと健
康づくり、生活を豊かにする楽しい活動を行ってい
ます。また、これまで培った知識や経験を生かして
社会奉仕活動を行うなど、地域を基盤とした高齢者
の自主組織です。60歳以上の方なら、どなたでも
参加できます。お住まいの地域の老人クラブに加入
して、仲間をつくりませんか。
老人クラブの組織
　市内には現在、各地域に29の老人クラブがあり、
約1300人の会員が活動しています。さらに、老人
クラブ相互の連携を図るため、老人クラブ連合会が
あります。
活動内容　老人クラブごとに活動内容は様々です。
地域に声をかけてくれる仲間がいることで、大きな
安心にもつながります。
•健康増進活動
　グラウンド・ゴルフ、ゲートボール、ウォーキン
グ、介護予防体操、健康学習など
•教養・趣味・レクリエーションの活動
　介護などの勉強会、民謡、カラオケ、茶話会、演
芸大会、旅行、親睦会など
•社会奉仕活動
　防犯パトロール、環境美化、慶賀事業、ひとり暮
らし高齢者の見守り、世代間交流など
会費　老人クラブごとに異なります。
入会方法　老人クラブに直接お尋ねください。クラ
ブが分からないときは、お住まいの地域のクラブを
ご紹介します。
老人クラブを設立するには
　お住まいの地域に老人ク
ラブがないときは、クラブ
を設立することができます
（要件があります）。詳しく
は、老人クラブ連合会事務
局にご相談ください。
問合先　老人クラブ連合会
事務局（高齢者福祉課地域
包括ケア推進担当）

　敬老の日にちなみ、高齢者の方々を敬愛し、その長寿
をお祝いするとともに、ますますの健康を願って「長寿
祝い・映画上映会」を開催します。
対象　市内在住の75歳以上の方（９月21日現在）
期日　10月15日（木）、16日（金）
場所　シネプレックスわかば（ワカバウォーク内）
その他　詳細については、後日案内を郵送します。9月
28日（月）までに案内が届かない方はご連絡ください。
申込み　案内に同封の申込ハガキに必要事項を記入し、
郵送で高齢者福祉課地域包括ケア推進担当

長寿祝い 映画上映会の開催映画上映会の開催

高齢者の憩い憩いの場
老人福祉センター「逆木荘」をご利用ください
　老人福祉センター「逆木荘」は、三ツ木地区の緑
に囲まれた静かな場所にあり、健康の増進、教養の
向上、語らい、レクリエーションを通して仲間づく
りをし、健康で明るい生活を楽しんでいただく施設
です。なお、管理・運営は、市から委託を受けた鶴
ヶ島市シルバー人材センターが行っています。
施設案内
《本館》個人やサークル活動に利用されています。
　集会室（ステージあり）、囲碁・将棋室、リラック
ス室、お風呂・健康器具コーナー、パソコンコーナー、
サークル・集会用の多目的室
《別館》社交ダンス、踊り、健康体操、太極拳、お茶
の稽古、陶芸など、様々なサークル活動に利用され
ています。
年間行事
◆毎月第３日曜日　専属講師によるカラオケ教室（毎
月１日から申込受付）◆毎月第１・３土曜日　専属講
師による太極拳教室（毎月１日から申込み受付）◆毎
週水・木曜日　パソコンコーナーでのインターネッ
トサロン
1月　新春カラオケ発表会、3月　逆木荘まつり、
5月　春のバスハイク、7月　七夕カラオケ発表会、
10月　秋のバスハイク、11月　将棋大会
介護予防事業がスタート
　5月から介護予防の一環として、第1・3火曜日に「ま
すます元気健康クラブ（通称：ますけん）」がスター
トしました。
利用案内
時間　9時～16時（お風呂は10時～15時、カラオケは
10時～15時30分）、休館日　毎月第1・3土曜日、祝日、
年末年始
料金　市内在住の60歳以上の方、身体障害者手帳を
お持ちの方は無料
※初めてご利用になる方は「利用カード」をお作り
します。住所・年齢が
確認できる保険証など
をお持ちください。
問合先　老人福祉セン
ター「逆木荘」（大字
三ツ木935-1　☎049・
286・3301） “私たちと一緒に活動しませんか！”

 鶴ヶ島市老人クラブ連合会長　高野光
みつ

長
なが

さん
　老人クラブは、趣味やレクリエーションを通
した、「生きがいづくり」「仲間づくり」「健康づ
くり」など、高齢者がいつまでも元気でいること、
そして、環境美化やボランティア活動を通じて
「地域づくり」に貢献していくことを目指してい
ます。
　最近では、支援が必要な高齢者の孤立防止や
生活支援の必要性も耳にします。老人クラブは、
地域の皆さんと連携して、声掛けや支え合い活
動を広げています。
　老人クラブに加入し、私たちと一緒に活動し
ませんか。
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　温水プールを利用して、水中運動を行い身体機能の維持・
向上を目指しましょう。
対象　市内在住の65歳以上（要介護、要支援認定者を除く）
で医師から水中運動の制限を受けていない、次のいずれか
にあてはまる方
①足や腰などに痛みがあり陸上で運動することが困難な方
②太り気味で医師から運動（減量）を勧められている方
日時　10月14日～12月2日（全8回）毎週水曜日　15時30
分～17時　
場所　コナミスポーツクラブ川越（鶴ヶ島駅西口）
講師　コナミスポーツクラブ指導者
定員　20人（応募者多数の場合は抽選。参加決定者には10
月上旬に通知と日程表を発送します。）
参加費　無料
持ち物　水着、スイミングキャップ、バスタオルなど
その他　温水プールの水深は110～120㎝です。身体状況
などにより危険が及ぶと判断した場合は、参加をお断りす
ることがあります。
申込み　9月14日（月）の17時までに直接または電話で高
齢者福祉課地域包括ケア推進担当

　カジノ（ルーレットなど）や脳トレ、そば打ちなどの毎回
違う内容の体験クラブです。初めての方でも、専門のスタ
ッフが親切に指導しますので安心してご参加ください。楽
しみながら仲間づくりをしませんか。
対象　市内在住で65歳以上の方（要介護、要支援認定者を
除く）
参加費　無料
持ち物　筆記具、飲み物など
申込み　9月11日（金）までの平日9時～17時に直接または
電話で参加を希望する会場の市民センター。応募者多数の
場合は抽選。参加決定者には9月下旬に通知と日程表を発
送します。
問合せ　高齢者福祉課地域包括ケア推進担当

場所 実施日（祝日を除く） 定員

西市民センター
（☎049・286・7899）

10月6日～12月22日（全10回）
火曜日10時～12時 20人

東市民センター
（☎049・286・3357）

10月1日～12月3日（全10回）
木曜日10時～12時 20人

大橋市民センター
（☎049・286・0005）

10月2日～12月11日（全10回）
金曜日13時30分～15時30分 20人

　最近、足腰が弱くなった、つまずきやすくなっ
た、運動を始めてみたい、仲間と楽しく身体を動
かしたい…そんな方にぴったりの体操教室です。
体操は身体機能を向上させ、心のリフレッシュや
認知症を予防する効果も期待できます。申込みを
お待ちしています。
対象　市内在住の65歳以上（要介護、要支援認定
者を除く）で医師から運動制限を受けていない方
内容　健康運動指導士が、ストレッチ、筋力トレ
ーニング、有酸素運動、リズム体操などを組み合
わせ、気軽に楽しく実践できる体操を紹介します。
参加費　無料
持ち物　運動しやすい服装、運動靴など
その他　応募者多数の場合は抽選。参加決定者に
は9月下旬に通知と日程表を発送します。
申込み　9月14日（月）の17時までに直接または
電話で高齢者福祉課地域包括ケア推進担当 

場　所
実施日

（祝日を除く）
（10月～平成28年3月）

定員

大橋市民センター 第1・3月曜日
13時20分～15時 40人

南市民センター 第2・4月曜日
13時20分～15時 40人

東市民センター 第1・3火曜日
10時～11時40分 30人

北市民センター 第2・4火曜日
10時～11時40分 50人

富士見市民センター 第2・4木曜日
10時～11時40分 40人

西市民センター 第1・3金曜日
10時～11時40分 50人

老人福祉センター
「逆木荘」

第2・4金曜日
13時20分～15時 20人

はつらつ
元気はつらつ

元気

はつらつ
元気

体操クラブ参加者募集
アクアクラブ参加者募集

わくわくクラブ参加者募集



10

市政 情報

消防団員加入促進県下一斉ＰＲ活動を実施します
　県内では552人（本市には6人）の女性消防団員が活躍してい
ます。
　災害時にも、女性ならではの視点で細やかに対応できる女性
消防団員をさらに増員するため、県内各地で一斉に消防団ＰＲ
活動が実施されます。
　市では、次のとおり男性消防団員の募集と合わせて実施します。
　日頃、地域の安心・安全のために活動している消防団にご理
解とご協力をお願いします。　
日時　9月12日（土）11時から12時
会場　若葉駅およびワカバウォーク
問合先　消防本部庶務課消防団担当（☎049・281・3118）

防火管理者資格取得（新規）講習会
　消防法施行令に基づく、防火管理資格（甲種）を取得する講習
会を行います。
　多数の人が利用する事業所などでは、防火管理者の資格を有
する人の中から防火管理者を定め、消防本部に届出が必要とな
ります。　　
　資格者がいない事業所は、必ず講習を受講し、防火管理者を
選任してください。また、乙種に該当する事業所もこの講習を
受けてください。
対象　原則として市内および坂戸市に在住か在勤で、各事業所
の管理監督的な地位にある方
日時　10月14日（水）・15日（木）８時30分から16時30分
場所　坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部（坂戸市鎌倉町16-16） 
※駐車場はありません。
定員　60人（申込順）
費用　3650円（テキスト代・申込当日に集金）
申込み　9月29日（火）・30日（水）に直接坂戸・鶴ヶ島消防組
合消防本部（8時30分から16時まで）
問合先　消防本部予防課（☎049・281・3117）

救命講習会（10月～12月）
対象　市内および坂戸市に在住在勤在学の中学生以上の方
内容　普通救命／心肺蘇生法（成人）および大出血時の止血法な
ど　上級救命／心肺蘇生法（成人、小児、乳児）、大出血時の止
血法、傷病者の管理法、外傷の手当および搬送法など
参加費　無料（各日申込順） 
申込み　9月10日（木）から直接または電話で（平日のみ8時30
分から17時まで）消防本部警防課救急担当（☎049・281・3116）
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Ｄ
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被
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、
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期
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所
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見
込
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『無防備な　心に火災が　かくれんぼ』2015年度全国統一防火標語消防情報消防情報 問合先　坂戸・鶴ヶ島消防本部　☎049・281・3119　http://sakatsuru119.jp/
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防火管理者を選任
すべき防火対象物

選任すべき防火管理者

甲　種 甲種
または乙種

老人短期入所施設、養
護老人ホームなどで収
容人員が10人以上

延べ面積に関
係なく全て

集会所、飲食店、マー
ケット、保育園、幼稚
園、病院、老人デイサ
ービスセンターなどで
収容人員が30人以上

延べ面積
300㎡以上

延べ面積
300㎡未満

共同住宅、学校、図書
館、工場、倉庫、事務
所などで収容人員が
50人以上

延べ面積
500㎡以上

延べ面積
500㎡未満

種別 月日 場所 定員 時間

普通救命
講習

10月8日
（木） 消防本部 30人

9時
～12時11月1日

（日） 鶴ヶ島消防署 20人

上級救命
講習

12月9日
（水） 消防本部 30人 9時

～17時


